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☆あけましておめでとうございます。☆
☆今年も何卒宜しくお願い申し上げます！！☆

2012年、弊所もより一層結果を出す一年とすることを誓います！
成功プロセスを共有して、一緒に勝っていきましょう！

◇九段会計通信 Vol.32のコンテンツ◇

■こんなときどうなる？身近な税務トピック
　　・更正の請求期間が5年に延長編
■温故知新な＜九段的ヒトコト＞
■中期経営計画セミナー開催中です！
■編集後記

┌――┐彡■こんなときどうなる？身近な税務トピック
｜＼／├―――――――――――――――――――――――――――――
└――┘

更正の請求期間が5年に延長編

平成23年12月2日に公布された平成23年度税制改正について、
更正の請求期間が5年に延長されました。
そもそも、更正の請求とは、
申告期限後に納付する税金が多すぎたり、
還付される税金が少なすぎたりした場合に訂正を行える申請です。

【改正の内容】従来の1年から5年に延長

ただし、この改正が適用されるのは、
あくまでも公布された12月2日以後に
法定申告期限が到来するものに限られています。
したがって、12月2日前、つまり平成23年12月1日以前に
法定申告期限が到来するものについては従来通り1年です。
また、従前は更正の請求期限が1年であったために
更正の請求期限までに提出できない場合も多く、
期限を過ぎてしまった場合については「嘆願書」を提出し、
税務署長の職権で認められる場合もありました。
今後は5年になるためこのような手続きをするのが激減しますが、
今回の改正対象とならない、従来通り1年の適用を受けるものについて、
法整備され、今後は嘆願書ではなく
「更正の申出書」を提出することになりました。

なお、上記のほか、更正の請求ができる範囲拡大、
更正の請求書の提出に際して書類の添付が明確化、
罰則の創設などの改正もなされています。
基本的に、更正の請求を行うと税金が還付されますので、
納税者にとっては有利な申請です。
ただ、税金の還付については、税務署サイドもシビアで、
調査リスクが高まるなどのデメリットも生じます。
申請をする場合には、慎重に行う必要があると言えるでしょう。



ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊所までご連絡下さい。

メールマガジン編集担当　　沼辺　勇樹

┌――┐彡■温故知新な＜九段的ヒトコト＞
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進まざる者は必ず退き、退かざる者は必ず進む。

-福澤 諭吉（学者）

人間というもの、ある一定の場所にとどまっている、
ということはありません。
周囲のあらゆる環境がどんどん変わっているからです。
すなわち、とどまることは退くということです。
逆に、退かないということは前進していくということを意味します。

今のままでいいという気持ちから衰退は始まります。
新年、新しい気持ちで前へ進んでいきましょう。

メールマガジン編集担当　　新井　良平

┌――┐彡■中期経営計画セミナー開催中です！
｜＼／├―――――――――――――――――――――――――――――
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只今、九段会計事務所では
中期(5ヵ年)経営計画立案セミナーを開催中です！
九段会計事務所の所員、小林・新井が社長様に
丸一日密着し、御社の中期経営計画書の策定をお手伝いします！

●経営計画を立てる事により、
企業の進むべき道筋が明確になり、
社員の方々全員とビジョンを共有でき、
全社員一丸となって目標に向かって進む事が出来ます！

「今まで中々、経営計画までは手が回ってないな・・・」
「経営計画を立てようとは思っているけど・・・」
とお考えになられている経営者様は各担当者もしくは
担当小林まで是非ご連絡をいただければと思います！

経営計画担当　小林・新井

┌――┐彡■編集後記
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新年明けましておめでとうございます。
昨年中も大変お世話になりました。
本年もより一層皆様のお役に立てれるよう邁進して参りますので、
何卒よろしくお願い致します。



元旦から地震があり、3.11を忘れてはならない、
あの出来事をばねに個人も組織も強くならなければならない、
ということを強く感じました。
幸い私の家族も親戚も皆無事で、弊社のお客様も直接本社や工場など
心臓部が壊滅する程の打撃はありませんでした。
しかし、もし、自分や家族が生死をさまよう程の被害を受けていたら、
お客様が事業できない程の被害を受けていたら、
適切な判断、行動ができていたかと言われると自信がありません。
おそらく、どんなに経験を積もうと同じ思いをすると思います。
一生成長していかなければなりませんから。
ただ、ベストの判断、行動ができなかったとしても、
いつも明るく元気に振る舞い、
少しでも元気を与えられるような人間になりたいと
心から思いました。

辛いこと、大変なこと、どんなことがあっても、
「九段会計事務所の人に会うと元気をもらえる」
と言われるよう今年も全力で頑張っていきたいと思います。
まだまだ未熟な私たちではありますが、
これからも御指導御鞭撻の程宜しくお願い致します！

メールマガジン編集責任者　　矢合　真弓

―――――――――――――――――――――――――――――――――

☆広告

★ツイッターにてつぶやき中！
フォローミー！＠kudan-kaikei（フォロー返します☆）

★FaceBook始めました！
「税理士法人　九段会計事務所」で検索宜しくお願い致します！
「いいね！」ボタン押して下さい★

★募集！
現在九段会計では季節毎に季刊誌を発行しております。
その中でお客様を紹介するページを設けました。
御協力頂ける方・アピールしたい事がある方、
是非御一報下さい！所員が「インタビュー＆写真撮影」に伺います！！

★「正しい経営を推進する」新しいサービス「ＭＡＳ(マス)」。
次世代の会計事務所として新たな事業を始めていきます。
詳しくは所員までお尋ね下さい。

いつも九段会計事務所をご愛顧頂き誠にありがとうございます。

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――
このメルマガは弊所顧問先様のほか、名刺交換させていただいた方も



対象に送りしております。
配信停止をご希望の方は、お手数ですが、下記までご連絡下さい。
info@kudan-tax.jp

★☆★☆★☆★☆★☆★九段会計事務所☆★☆★☆★☆★☆★
  　　　密 着 革 命 ！ ！

〒102-0074
東京都千代田区九段南４－３－１
滝ビル３Ｆ
TEL　　03-3222-5271
FAX　　03-3222-5270
URL　　http://www.kudan-tax.jp/
mail　   info@kudan-tax.jp
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